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非住宅分野の木造化の流れに、 どう取り組むか非住宅分野の木造化の流れに、 どう取り組むか　

　非住宅分野の木造化・木質化の動きが広がっていま

す。林野庁がまとめている建築物全体の木造率は、こ

の 10 年は４割強で横ばいが続いていますが、弊社が

仕事を通じて接している工務店・設計事務所からは、

施設等の中小規模の木造の新築や、店舗などの内外装

の木質化の工事が増えているという声を、良く聞くよ

うになりました。

　内閣府の「森林と生活に関する世論調査」によりま

すと、９割弱が様々な建物や製品に木材を「利用すべ

き」と回答しています。「触れた時にぬくもりが感じ

られる」「気持ちが落ち着く」といった声が多く、保

育所や福祉施設、ホテルなどへの利用を期待する割合

が高いという結果でした（左下グラフ参照）。学校施

設の木造化・木質化の事例も年々増加しています（写

真：文科省「木の学校づくり（改訂版）」から）。

　昨年６月に全面施行された改正建築基準法では、戸

建の空き家等を、福祉施設や商業施設に用途変更する

際に大規模改修が不要になるよう、耐火建築物の規制

を合理化しました。この法改正を踏まえた取り組みが

本格化するのは、今年以降だと思われます。

　地場工務店には、住宅づくりで長年木材を扱ってき

た技術を、こうした流れに積極的に活かすことが期待

されています。

木材利用の可否

施設への木材利用

平成 22 年度には，同校における屋内運動場耐
震補強及び大規模改造工事により，体育館の内装
木質化も行われています。この建物は昭和 48 年
に竣工した 2階建てで，構造は 1階が鉄筋コンク
リート造，2階が鉄骨造です。設計段階で耐震強

度不足により取り壊しを提案されましたが，屋根
や壁に筋交いを追加したり，軸組に頬杖を取り付
けたりするなどして耐震性能を高めることで，既
存の躯体を活用しました。
内装は，壁面に地域産の厚さ 25㎜の杉無垢材
を貼り付けました。激しい傷みが生じていた床材
には，全面，硬質なカバザクラ集成材を採用して
います。老朽化の進んだ屋根，外壁，浄化槽など
の外部改修工事も同時に行われています。内装木
質化に要した経費は 1,250 万円で，設計業務委託
費 410 万円，工事監理費 350 万円に対し，文部科
学省の安全・安心な学校づくり交付金 5,958 万円
を活用しています。（耐震補強工事，外部改修工
事を合計すると，総事業費は約 1億 1千万円。）
この事業では，耐震補強工事も同時に行われた
ことから，校舎の内装木質化より長めの工期を設
定し，7月下旬から着工し，9月末に竣工しました。

図 6　階段部も含めた木質化施工

5 都幾川中学校体育館の内装木質化工事

図7　杉無垢材が貼られた体育館の壁面
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ほど結露が生じ，常に転倒の危険性がつきまとっ
ていた 1階廊下の床面は，内装木質化施工後，木
材の有する調湿機能（室内の温度を一定に保つ働
き）の効果により，結露の発生が一切無くなりま
した。また，空気の乾燥する傾向にある冬季など
にも，風邪やインフルエンザに罹患する生徒の数
や，学級閉鎖につながる大規模罹患のケースの減
少が学校から報告されました。
日常的な床面のメンテナンスとしては，掃除は
基本的に乾拭きを行っており，給食や墨汁などを
こぼした際のみ水拭きを行います。木材は水分に
弱い素材であることから，水回りの周囲の床面に
は防水マットを敷くなどして対応しているほか，
下足と上履きを履き替えるため屋外からの砂を上
げやすい昇降口にもマットを敷いており，経年劣
化による反りなどを抑える点からも効果的です。
これらのメンテナンス，劣化への対応に加え，1
学期に一度の割合で生徒自らがワックス清掃を行

います。仕上げ段階で複数回ウレタン塗装を行っ
た床面には，化学床用ワックスが使用可能で，平
成 21 年から 8年以上経過した現在でも傷は目立
たず，施工当時の輝きは失われていません。ささ
くれが生じてケガをする危険性を心配されること
もありましたが，学校施設の床材には集成材を用
いていることから，ささくれはほとんど生じず，
ケガの発生が小中学校から報告されたことはあり
ません。
しかし，内装木質化した校舎にも，いずれはメ
ンテナンスの時期が訪れることになります。都幾
川中学校に先駆けて内装木質化を施工した玉川小
学校（平成 12 年施工），明覚小学校（平成 14 年
施工）においては，昇降口付近や階段の踊り場を
中心に，床材の塗装面に経年劣化による傷み，は
がれが目立っていました。このため，各校の床材
を約１㎜程度研磨し再塗装する修繕工事を行い，
いずれも施工当時の輝きを取り戻しました。

図 4　内装木質化施工（壁面）

図 3　内装木質化施工（床面）

図 5　内装木質化施工前（上）施工後（下）（普通教室）

木の学校づくり

第十一章 現地調査事例 14

310

ほど結露が生じ，常に転倒の危険性がつきまとっ
ていた 1階廊下の床面は，内装木質化施工後，木
材の有する調湿機能（室内の温度を一定に保つ働
き）の効果により，結露の発生が一切無くなりま
した。また，空気の乾燥する傾向にある冬季など
にも，風邪やインフルエンザに罹患する生徒の数
や，学級閉鎖につながる大規模罹患のケースの減
少が学校から報告されました。
日常的な床面のメンテナンスとしては，掃除は

基本的に乾拭きを行っており，給食や墨汁などを
こぼした際のみ水拭きを行います。木材は水分に
弱い素材であることから，水回りの周囲の床面に
は防水マットを敷くなどして対応しているほか，
下足と上履きを履き替えるため屋外からの砂を上
げやすい昇降口にもマットを敷いており，経年劣
化による反りなどを抑える点からも効果的です。
これらのメンテナンス，劣化への対応に加え，1
学期に一度の割合で生徒自らがワックス清掃を行

います。仕上げ段階で複数回ウレタン塗装を行っ
た床面には，化学床用ワックスが使用可能で，平
成 21 年から 8年以上経過した現在でも傷は目立
たず，施工当時の輝きは失われていません。ささ
くれが生じてケガをする危険性を心配されること
もありましたが，学校施設の床材には集成材を用
いていることから，ささくれはほとんど生じず，
ケガの発生が小中学校から報告されたことはあり
ません。
しかし，内装木質化した校舎にも，いずれはメ

ンテナンスの時期が訪れることになります。都幾
川中学校に先駆けて内装木質化を施工した玉川小
学校（平成 12 年施工），明覚小学校（平成 14 年
施工）においては，昇降口付近や階段の踊り場を
中心に，床材の塗装面に経年劣化による傷み，は
がれが目立っていました。このため，各校の床材
を約１㎜程度研磨し再塗装する修繕工事を行い，
いずれも施工当時の輝きを取り戻しました。

図 4　内装木質化施工（壁面）

図 3　内装木質化施工（床面）

図 5　内装木質化施工前（上）施工後（下）（普通教室）

木の学校づくり

第十一章 現地調査事例 14

310

木材の産地、埼玉県ときが

わ町の町立都幾川中学校の

内装木質化の事例

2-2　環境（音）
外部の音に対する防音対策として，屋根・壁の
質量を 70kg ／㎡を目標に硬質木片セメント板や
硬質石膏ボードなどの複層構成としました。サッ
シについては，T-3 同等性能としました。教室を
はじめ，空間全体がつながっており，また気積が
大きいことから，吸音性能を高めるため，天井に
はグラスウールマット（32kg/㎥）25mm厚手ク
ロス貼りとしています。また，気積の大きい体育
館は残響時間が長く，グラスウールマット（32kg/
㎥）50mm厚手クロス貼としました。
2 階の床の遮音については，配置上，上下と

も利用率の低い特別教室を重ねました。また，

音楽室の下部については，通常の床の構成に
ALC80mmを追加し遮音をとるようにしました。
音楽室と表現の舞台は，適正残響時間に合わせて
吸音材の量をコントロールしています。

2-3　環境（照度）
壁を羽目板仕上げにしたため，部屋全体の反射
率が下がること，小屋組み現しによる照明器具の
距離などに配慮した照度設定を行いました。黒板
照明を天井に設置することが難しくなることか
ら，黒板上部にウォールウォッシャータイプの照
明器具を設置し，照射距離が近くても均質に照ら
せるような照明器具を設置しました。

鋼製支持脚

サーキュレーションファン

FL

図4　校内環境
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東日本大震災の被災地に誕生した

宮城県松島市宮野森小学校の木造

校舎

▼
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地域で暮らしの安心を守る時代地域で暮らしの安心を守る時代
　気候危機対策の国際的なルールなどを話し合うＣＯＰ

25が昨年12月にスペイン・マドリードで開かれました。

ほぼすべての国が参加する「パリ協定」の2020年の本格

スタートを前に結論が先送りになった争点もあり、今後

に不安を残す会議となりました。世界的な脱炭素の流れ

の中、日本は石炭などの化石燃料への対応が批判される

など、マイナスイメージが先行してしまいましたが、Ｃ

ＯＰ25で、日本が強くアピールした項目の一つが、2050

年までに「ＣＯ２排出実質ゼロ」を表明した自治体が急

増している様子です。

　2019年 12月 10日現在、東京都や京都市、横浜市など

10都府県、11市、４町、３村が、2050年までにＣＯ２実

質ゼロを表明。表明自治体の合計人口は約4,500万人と

なりました。2019年５月時点の約1,500万人から急増し

ています。同じく実質ゼロを表明している北欧諸国（ス

ウェーデン、デンマーク、フィンランド、ノルウェー、

アイスランド）の約2,700万人、米国カリフォルニア州

の約3,900万人を超え、スペイン約4,700万人に迫る勢

いです。

　日本では地域でのエネルギー自立を目指す動きが、よ

うやく本格化してきています。社会的な課題に配慮して

いる事業者を重視するＥＳＧ投資の存在感が増してきた

ことなど、いくつかの要因がありますが、最も大きな要

因が災害対応だと考えられます。

　東日本大震災以降、大きな自然災害が発生するたびに

停電が発生し、住民の生活が脅かされています。そのた

め、早期に分散型エネルギーの体制を、自治体ごと、あ

るいは地域ごとに確立する必要性を、多くの人が感じて

いるのが実情でしょう。

　環境省、国交省、経産省は令和元年度補正予算案に、

３省連携事業として「激甚化する災害に対応したエネル

ギー自給エリア等構築支援事業」を盛り込みました。災

害時にエネルギー自給が可能で周辺住民等にエネルギー

供給が可能なエリア構築のためのシステム導入を補助す

る形です。

　また、経産省は、避難所等の施設とＺＥＨなどが連携

して地域のネット・ゼロ・エネルギーを目指す“コミュ

ニティＺＥＨ”の推進も、補正予算案に盛り込んでもい

ます。

　地域のエネルギー自立のためには、そのネットワーク

を構成する要素の一つでもある住宅が果たす役割が不可

欠です。地域の安心・安全を守るためにも、これからの

住宅のあり方が、改めて見直されているといっても過言

ではありません。

　

2050年年 二二酸酸化化炭炭素素排排出出実実質質ゼゼロロ表表明明 自自治治体体
 東京都・京都市・横浜市を始めとする28の自治体（10都府県、1１市、4町、3村）が「2050
年までに二酸化炭素排出実質ゼロ」を表明。

 表明した自治体を合計すると人口は約4,500万人、GDPは約234兆円となり、日本の総人口
約35％を占めている。 （2019年12月10日現在）

1億2,600万人

4,500万人
（35％）

那須塩原市 12万人

二戸市

東京都 1,352万人

山梨県 84万人

大阪府 884万人

徳島県 76万人

岩手県 128万人

神奈川県 912万人

郡山市 34万人

普代村
葛巻町久慈市

軽米町
洋野町 一戸町

野田村
九戸村

横浜市 373万人

小田原市 19万人

京都市148万人

生駒市 12万人

豊田市 42万人

三重県 182万人

みよし市 6万人

熊本県 179万人

長野県 210万人

秩父市 ６万人

北欧諸国（スウェーデン、デンマーク、フィンラ
ンド、ノルウェー、アイスランド）約2700万人、
米国カリフォルニア州約3900万人を超え、
スペイン約4700万人に迫る。

宮城県 233万人

お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

激甚化する災害に対応したエネルギー自給エリア等構築支援事業（経済産業省・国土交通省 連携事業）

事業イメージ

間接補助事業 補助率︓2/3、 車載型蓄電池は定額（ 上限あり ）

昨今、 気候変動の影響による自然災害の激甚化リスクが指摘されている。 このよう

な中で、 今般の台風による広範囲な大停電の際には、 地域のエネルギー自給エリア又

は拠点が、 いち早く 災害被害から立ち直り 、 周辺住民に対して電気や給湯の供給を再

開するなど、 レジリエンスの高さを発揮し 、 その必要性・ 重要性を示した。 ※

そこで、 災害時においてもエネルギーの自給が可能であり 、 同時に気候変動の緩和

にも貢献するエネルギー自給エリアの構築や、 エネルギーを運搬・ 提供が可能なバッ テ

リーの配備を支援する。

具体的には、 災害時にエネルギー自給が可能であり 、 かつ周辺住民等にエネルギー

供給が可能なエリア構築のため、 自立運転機能を具備した再生可能エネルギー設備に

加えて蓄電池や自営線を組み合わせた電力供給システム、 太陽熱利用設備や貯湯槽を

組み合わせた熱供給システムを導入するための補助を行う 。 また、 災害時に被災地の

拠点に運搬・ 提供が可能なバッ テリーに対しても補助を行う 。

台風等の大規模災害による停電発生時にも面的にエネルギー供給が可能な地域づく り を進めるため、 再生可能エネルギー

設備、 蓄電池や自営線を組み合わせた自律分散エネルギーシステム等の支援を行う 。

激甚化する災害に対応したエネルギー自給エリアの構築や被災地に運搬可能なバッテリー配備を支援します。

【令和元年度補正予算（案） 600百万円】

民間事業者・ 団体／地方公共団体一般

令和元年度

環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室 電話:03-5521-8339

■補助対象

＊エネルギーマネジメ ント システム及び充放電設備又は充電設備とセッ ト で導入し 、

平常時は当該拠点エリアの再生可能エネルギーの使用を促進し 、 非常時は外部給電可

能なものであり 、 従来車から買換えするものに限る。

自立運転機能を具備した再生可能エネルギー設備

太陽熱を活用した給湯設備

電気・ 熱の融通

貯湯設備
蓄電池

災害時にエネルギーを運搬・ 提供可能なバッ テリー
（ 車載型蓄電池※等）

※（ 参考） むつざわスマート ウェルネスタウンの事例
千葉県長生郡睦沢町に位置する「 むつざわスマート ウェルネスタウン」 においては、 町と地元企業等

が設立した地域新電力がエネルギー供給を行っており 、 台風15号の影響で町内全域が停電した際にも自
立運転機能によりエネルギー自給エリアとしての役割を担った。

お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

激甚化する災害に対応したエネルギー自給エリア等構築支援事業（経済産業省・国土交通省 連携事業）

事業イメージ

間接補助事業 補助率︓2/3、 車載型蓄電池は定額（ 上限あり ）

昨今、 気候変動の影響による自然災害の激甚化リスクが指摘されている。 このよう

な中で、 今般の台風による広範囲な大停電の際には、 地域のエネルギー自給エリア又

は拠点が、 いち早く 災害被害から立ち直り 、 周辺住民に対して電気や給湯の供給を再

開するなど、 レジリエンスの高さを発揮し 、 その必要性・ 重要性を示した。 ※

そこで、 災害時においてもエネルギーの自給が可能であり 、 同時に気候変動の緩和

にも貢献するエネルギー自給エリアの構築や、 エネルギーを運搬・ 提供が可能なバッ テ

リーの配備を支援する。

具体的には、 災害時にエネルギー自給が可能であり 、 かつ周辺住民等にエネルギー

供給が可能なエリア構築のため、 自立運転機能を具備した再生可能エネルギー設備に

加えて蓄電池や自営線を組み合わせた電力供給システム、 太陽熱利用設備や貯湯槽を

組み合わせた熱供給システムを導入するための補助を行う 。 また、 災害時に被災地の

拠点に運搬・ 提供が可能なバッ テリーに対しても補助を行う 。

台風等の大規模災害による停電発生時にも面的にエネルギー供給が可能な地域づく り を進めるため、 再生可能エネルギー

設備、 蓄電池や自営線を組み合わせた自律分散エネルギーシステム等の支援を行う 。

激甚化する災害に対応したエネルギー自給エリアの構築や被災地に運搬可能なバッテリー配備を支援します。

【令和元年度補正予算（案） 600百万円】

民間事業者・ 団体／地方公共団体一般

令和元年度

環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室 電話:03-5521-8339

■補助対象

＊エネルギーマネジメ ント システム及び充放電設備又は充電設備とセッ ト で導入し 、

平常時は当該拠点エリアの再生可能エネルギーの使用を促進し 、 非常時は外部給電可

能なものであり 、 従来車から買換えするものに限る。

自立運転機能を具備した再生可能エネルギー設備

太陽熱を活用した給湯設備

電気・ 熱の融通

貯湯設備
蓄電池

災害時にエネルギーを運搬・ 提供可能なバッ テリー
（ 車載型蓄電池※等）

※（ 参考） むつざわスマート ウェルネスタウンの事例
千葉県長生郡睦沢町に位置する「 むつざわスマート ウェルネスタウン」 においては、 町と地元企業等

が設立した地域新電力がエネルギー供給を行っており 、 台風15号の影響で町内全域が停電した際にも自
立運転機能によりエネルギー自給エリアとしての役割を担った。

激甚化する災害に対応した

エネルギー自給エリア等支援事業

2050 年にＣＯ２排出実質ゼロを

表明した自治体
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　　　 フラット 35 リノベの要件を緩和国交省
　

　既存住宅に関して、流通市場の活性化や性能向上は、日

本の住宅政策の中心課題だ。政府は補助事業の実施や住宅

の評価基準の見直しなどを進めているが、国土交通省は

2020 年度、中古住宅を購入して性能向上リフォームをした

り、住宅事業者が性能向上リフォームした中古住宅を購入

する場合に利用できる住宅ローン「フラット35リノベ」の、

要件を緩和する。既存住宅の取得と合わせて質の向上に資

する一定規模以上のリフォームをさらに促進する考えだ。

　政府が昨年 12 月 20 日に閣議決定した 2020 年度予算案

に盛り込んだ「フラット 35 リノベ」は予算枠内で実施さ

れるため、各年度の受付開始から、予算金額に達する見込

みになった時点で受付終了になる。

　「フラット 35 リノベ」は、フラット 35 の借入金利から

一定期間 0.5％引き下げる。金利Ａプラン（当初 10 年間）

と金利Ｂプラン（当初５年間）の２種類がある。既存住宅

に関して、省エネ、耐震、バリアフリー、耐久性・可変性

のいずれかの性能向上リフォームを実施することと、「中

古住宅の維持保全に係る措置」を行うことが要件。ただし、

リフォーム工事前に技術基準に適合している住宅は、新た

に性能向上リフォームを実施しても対象にはならない。ま

た、フラット 35 リノベを利用するには、購入する既存住

宅が住宅金融支援機構が定めるフラット 35 の技術基準に

適合することが必要。さらに、「性能向上リフォームの適

合基準」に適合することと、「中古住宅の維持保全に係る

措置」を行うことを示す適合証明書を取得する必要がある。

適合証明書は検査機関に物件検査の申請を行い、合格した

場合に交付される。

※【フラット35】リノベには予算金額があり、予算金額に達する見込みとなった場合は、受付を終了させていただきます。受付終了日は、終了する約3週間前までにフラット35
　サイト（www.flat35.com）でお知らせします。

（注）【フラット35】リノベは、中古住宅の購入の際にご利用いただけます（新築住宅の建設および購入ならびに借換えの際には利用できません。）。

【フラット35】リノベをご利用いただくための要件については、中面をご覧ください。

年▲0.5%

【フラット35】の借入金利から

金利引下げ幅金利引下げ期間金利引下げメニュー

（金利Aプラン）

（金利Bプラン）

リノベ

リノベ

性能向上リフォームで
中古住宅取得の
金利を引下げ！
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（注1） 上図は、一般的な手続の流れを示しています。「事前確認」を省略し、「リフォーム工事計画の確認」をリフォーム工事後の「適合証明検査」の際に、併せて行うこともできます。
（注2） 借入申込先は、【フラット35】の取扱金融機関となります。

（注1） 上図は、一般的な手続の流れを示しています。リフォーム工事を行う住宅が中古マンションらくらくフラット35等の場合は「事前確認」を省略することができます。
（注2） 借入申込先は、【フラット35（リフォーム一体型）】の取扱金融機関となります（【フラット35（リフォーム一体型）】を取り扱っていない金融機関があります。）。

※1 リフォーム工事前の中古住宅について、【フラット35】の技術基準への適合状況および【フラット35】リノベの技術基準（リフォーム工事により適合させる技術基準に限ります。
　 　以下同じ。）に適合していないことを適合証明検査機関が確認します。ただし、中面の【フラット35】リノベ（金利Bプラン）の性能項目のうち、省エネルギー性の技術基準の（3）
　　から（6）までに掲げる住宅に適合させるリフォーム工事を行う場合は、省エネルギー性の技術基準に適合していないことの確認は不要です。リフォーム工事を行う住宅が中古
　　マンションらくらくフラット35等の場合は「事前確認」を省略することができます。
※2 リフォーム工事に関する計画図書等により、【フラット35】および【フラット35】リノベの技術基準に適合する工事計画となっていることを、適合証明検査機関が確認します。
※3 リフォーム工事後の中古住宅について、【フラット35】および【フラット35】リノベの技術基準に適合していることを適合証明検査機関が確認します。
※4 リフォーム一体タイプの資金実行はリフォーム工事完了後となります。中古住宅の代金決済の際に「つなぎ融資」が必要な場合は、取扱金融機関にご相談ください（「つなぎ
　　融資」は取扱金融機関等のローンです。）。

【１】お客さまが中古住宅を購入して性能向上リフォームを行う場合（リフォーム一体タイプ）

【２】住宅事業者により性能向上リフォームが行われた中古住宅を購入する場合（買取再販タイプ）
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【フラット３５】リノベ用の
適合証明書の交付・提出

【フラット３５】リノベ用の
適合証明書の交付・提出

2019年10月版

当初10年間

当初5年間

https://www.flat35.com

通話無料商品の詳しい内容や資金計画シミュレーション
お客さまの体験談等はこちら お気軽にお電話ください。土日も営業しています（祝日、年末年始を除く。）。 営業時間 9：00～17：00

利用できない場合（国際電話など）は、次の番号におかけください。
Tel 048-615-0420（通話料金がかかります。）

お電話でのお問合せ
（お客さまコールセンター）0120-0860-35

フラット35ハロー
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ずっと固定金利の安心

リノベ
リフォーム住宅取得支援制度

【フラット３５】は第三者に賃貸する目的の物件などの投資用物件の取得資金にはご利用いただけません。

ご利用手続きの流れ

《借入れに当たっての注意事項》●【フラット35】は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する全期間固定金利の住宅ローンです。お申込みは、取扱金融機関となりま
す。詳細はフラット35サイト（www.flat35.com）でご確認ください。●取扱金融機関または住宅金融支援機構の審査の結果によっては、お客さまのご希望にそえない場合があり
ますので、あらかじめご了承ください。●借入額は100万円以上8,000万円以下（１万円単位）で、購入価額（非住宅部分を除き、【フラット35】リノベ（リフォーム一体タイプ）を利
用する場合にあっては、購入価額とリフォーム工事費の合計額をいう。以下同じ。）以内となります。また、審査の結果によってはご希望の借入額まで借入れできない場合がありま
す。●融資率とは、購入価額に対して、【フラット35】の借入額の占める割合をいいます。●融資手数料は、お客さまの負担となります。融資手数料は取扱金融機関により異なります。
●借入金利は、資金受取時の金利が適用となります。●【フラット35（買取型）】では、借入期間（20年以下・21年以上）、融資率（9割以下・9割超）、加入する団体信用生命保険の
種類等に応じて、借入金利が異なります（【フラット35（保証型）】は取扱金融機関によって取扱いが異なります。）。借入金利は取扱金融機関により異なります。●借入金利は毎月見
直されます。●融資率が9割を超える場合は、返済の確実性等をより慎重に審査します。●最長35年の返済が可能です。ただし、お客さまの年齢により借入期間が短くなる場合が
あります。●住宅金融支援機構の定める技術基準に適合していることについて、検査機関による物件検査を受ける必要があります。物件検査手数料はお客さまの負担となります。
物件検査手数料は、検査機関により異なります。●借入対象となる住宅およびその敷地に、【フラット35（買取型）】では住宅金融支援機構、【フラット35（保証型）】では取扱金融機
関を抵当権者とする第１順位の抵当権を設定していただきます。なお、抵当権の設定費用（登録免許税、司法書士報酬等）は、お客さまの負担となります。●【フラット35（買取型）】
では、借入対象となる住宅について、火災保険（損害保険会社の火災保険または法律の規定による火災共済）に加入していただきます（【フラット35（保証型）】は取扱金融機関に
よって取扱いが異なります。）。火災保険料は、お客さまの負担となります。●健康上の理由その他の事情で団体信用生命保険に加入されない場合も、【フラット35（買取型）】はご利
用いただけます（【フラット35（保証型）】は取扱金融機関によって取扱いが異なります。）。●【フラット35】リノベは、新築住宅の建設、購入および借換えの際には利用できません。
また、【フラット35】Ｓとの併用はできません。●説明書（パンフレット等）は、お申込みを希望する取扱金融機関で入手できます。

（注1） （2）、（4）および（5）の技術基準は、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律第81号）に基づく住宅性能表示制度の性能等級と同じです。住宅性能評価書を
取得しなくても所定の物件検査に合格すれば、【フラット35】リノベ（金利Aプラン）をご利用いただけます。

（注2） リフォーム工事前にすでに省エネルギー性の（1）から（3）までのいずれかの技術基準に適合している住宅については、新たに（1）から（3）までのいずれかの技術基準に
適合させる性能向上リフォームを実施しても、【フラット35】リノベの対象になりません。

（注）融資対象住宅について、売主等が既存住宅売買瑕疵保険またはリフォーム瑕疵保険と同等の保証を行っている場合は、
当該保証でも差し支えありません。

（1）認定低炭素住宅
（2）一次エネルギー消費量等級5の住宅
（3）性能向上計画認定住宅（建築物省エネ法）

（5）高齢者等配慮対策等級4以上の住宅（共同建て住宅の専用部分は等級3でも可）

（4）耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）3の住宅

（6）長期優良住宅（長く安心、快適に暮らせる優良な住宅として国が定めた基準を満たし認定を受けた住宅）

（注1） （1）、（2）および（7）から（10）までの技術基準は、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律第81号）に基づく住宅性能表示制度の性能等級等と同じです。
住宅性能評価書を取得しなくても所定の物件検査に合格すれば、【フラット35】リノベ（金利Bプラン）をご利用いただけます。

（注2） リフォーム工事前にすでに省エネルギー性の（1）または（2）のいずれかの技術基準に適合している住宅については、新たに（1）または（2）のいずれかの技術基準に適合
させる性能向上リフォームを実施しても、【フラット35】リノベの対象になりません。また、リフォーム工事前にすでに耐震性の（7）または（8）のいずれかの技術基準に適合している
住宅については、新たに（7）または（8）のいずれかの技術基準に適合させる性能向上リフォームを実施しても、【フラット35】リノベの対象になりません。

（1）断熱等性能等級4の住宅

（2）一次エネルギー消費量等級4以上の住宅

（3）全居室の開口部に一定の断熱改修が実施された住宅
　　（リフォーム工事前の住宅が断熱等性能等級3または省エネルギー対策等級3の場合に限ります。）

（4）全居室の開口部および住宅全体の床・外壁・屋根（天井）のいずれか１か所以上に
　  断熱改修が実施された住宅

（5）LDKの開口部の断熱改修が実施され、かつ、1種類以上の高効率化等設備への
　  交換が実施された住宅

（6）LDK以外の居室1室以上の開口部の断熱改修が実施され、かつ、
　 2種類以上の高効率化等設備への交換が実施された住宅

（9）高齢者等配慮対策等級３以上の住宅

（7）耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）2以上の住宅

（8）免震建築物

（10）劣化対策等級３の住宅で、かつ、維持管理対策等級２以上の住宅
　　（共同建て住宅等については、一定の更新対策※が必要）

次表の【１】

【フラット35】リノベの対象となる、4つの性能向上リフォーム工事内容

「中古住宅の維持保全に係る措置」とは、次の①から④までのいずれかの措置をいいます。この措置がとられていることを、適合証明検査機関による適合証明検査において確認します。

「中古住宅の維持保全に係る措置」を行うこと。【２】

省エネルギー性

耐震性

バリアフリー性

耐久性・可変性

省エネルギー性

耐震性

バリアフリー性

①インスペクションの実施

耐久性・可変性

【フラット35】リノベをご利用いただくためには、次の【1】および【2】の要件を満たす必要があります。
（注）　次の要件のほか、住宅の耐久性等の【フラット35】の技術基準やその他融資基準を満たす必要があります。各基準の詳細は、フラット35サイト(www.flat35.com)でご確認ください。

リフォーム工事前に適合していない技術基準について、リフォーム工事により適合させることが要件になります。ただし、【フラット35】リノベ（金利Bプラン）の性能項目のうち、
省エネルギー性の（3）から（6）までの技術基準については、当該技術基準に該当するリフォーム工事を実施することで、【フラット35】リノベ（金利Bプラン）の対象になります。また、
既存建築物の全部を取り壊す改築工事（全部改築工事）を行う場合は、【フラット35】リノベの対象になりません。

のうち、いずれか１つ以上を満たす「性能向上リフォーム」を行うこと。金利Ａプランの技術基準（1）から（6）まで
金利Ｂプランの技術基準（1）から（10）まで

高い水準の断熱性など
を実現した住宅に。

省エネルギー性リフォーム

強い揺れに対して倒壊、
崩壊などしない程度の
性能を確保した住宅に。

耐震性リフォーム

高 齢 者の日常 生 活を
行いやすくした住宅に。

バリアフリー性リフォーム

長期優良住宅など、耐
久性を有し、長期にわ
たり良好な状態で使用
するための措置を講じ
た住宅に。

耐久性・可変性リフォーム

（金利Aプラン）リノベ

（金利Bプラン）リノベ

ご利用いただくための要件

住宅の劣化状況、性能等について専門家による建物状況調査を実施することです。中古住宅の売買に際して建物
の状態を把握することで、売買におけるトラブル発生のリスク軽減、ひいては売買の安心・安全にもつながります。

④維持保全計画の作成 リフォーム工事後の住宅について、住宅を長期にわたり良好な状態で使用するための措置等を定めた、計画期間
が30年以上の維持保全計画を作成することです。

③住宅履歴情報の保存
リフォーム工事に関する写真および図書（工事箇所を示す図面、詳細図面等）について、保存形式や保存場所を
明確にした上で買主が保存することです。いつ、どのようなリフォーム工事を行ったかを記録として残しておく
ことで、将来、点検・リフォーム・売買等を行う際に、履歴情報が活用できます。

②瑕疵保険の付保等

既存住宅売買瑕疵保険またはリフォーム瑕疵保険を付保することです。これらの保険は、引渡しを受けた住宅の
保険対象部分に瑕疵が見つかった場合に、その補修費用をまかなうことができる保険です（詳しくは、一般社団
法人住宅瑕疵担保責任保険協会のホームページ（http://www.kashihoken.or.jp）をご覧ください。）。

【フラット35】リノベとは、

性能向上リフォームの実施を前提に、

中古住宅取得の金利を引き下げるメニューです。

「中古住宅を購入後に

自ら性能向上リフォームを行う」場合でも、

「住宅事業者が性能向上リフォームを行った

中古住宅を購入する」場合でも

適用となります。

各基準および手続の詳細は、フラット35サイト（www.flat35.com）でご確認ください。

※ 「一定の更新対策」とは、躯体天井高の確保（2.5m以上）および間取り変更の障害となる壁または柱がないことです。

《借入れに当たっての注意事項》●【フラット35】は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する全期間固定金利の住宅ローンです。お申込みは、取扱金融機関となりま
す。詳細はフラット35サイト（www.flat35.com）でご確認ください。●取扱金融機関または住宅金融支援機構の審査の結果によっては、お客さまのご希望にそえない場合があり
ますので、あらかじめご了承ください。●借入額は100万円以上8,000万円以下（１万円単位）で、購入価額（非住宅部分を除き、【フラット35】リノベ（リフォーム一体タイプ）を利
用する場合にあっては、購入価額とリフォーム工事費の合計額をいう。以下同じ。）以内となります。また、審査の結果によってはご希望の借入額まで借入れできない場合がありま
す。●融資率とは、購入価額に対して、【フラット35】の借入額の占める割合をいいます。●融資手数料は、お客さまの負担となります。融資手数料は取扱金融機関により異なります。
●借入金利は、資金受取時の金利が適用となります。●【フラット35（買取型）】では、借入期間（20年以下・21年以上）、融資率（9割以下・9割超）、加入する団体信用生命保険の
種類等に応じて、借入金利が異なります（【フラット35（保証型）】は取扱金融機関によって取扱いが異なります。）。借入金利は取扱金融機関により異なります。●借入金利は毎月見
直されます。●融資率が9割を超える場合は、返済の確実性等をより慎重に審査します。●最長35年の返済が可能です。ただし、お客さまの年齢により借入期間が短くなる場合が
あります。●住宅金融支援機構の定める技術基準に適合していることについて、検査機関による物件検査を受ける必要があります。物件検査手数料はお客さまの負担となります。
物件検査手数料は、検査機関により異なります。●借入対象となる住宅およびその敷地に、【フラット35（買取型）】では住宅金融支援機構、【フラット35（保証型）】では取扱金融機
関を抵当権者とする第１順位の抵当権を設定していただきます。なお、抵当権の設定費用（登録免許税、司法書士報酬等）は、お客さまの負担となります。●【フラット35（買取型）】
では、借入対象となる住宅について、火災保険（損害保険会社の火災保険または法律の規定による火災共済）に加入していただきます（【フラット35（保証型）】は取扱金融機関に
よって取扱いが異なります。）。火災保険料は、お客さまの負担となります。●健康上の理由その他の事情で団体信用生命保険に加入されない場合も、【フラット35（買取型）】はご利
用いただけます（【フラット35（保証型）】は取扱金融機関によって取扱いが異なります。）。●【フラット35】リノベは、新築住宅の建設、購入および借換えの際には利用できません。
また、【フラット35】Ｓとの併用はできません。●説明書（パンフレット等）は、お申込みを希望する取扱金融機関で入手できます。

（注1） （2）、（4）および（5）の技術基準は、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律第81号）に基づく住宅性能表示制度の性能等級と同じです。住宅性能評価書を
取得しなくても所定の物件検査に合格すれば、【フラット35】リノベ（金利Aプラン）をご利用いただけます。

（注2） リフォーム工事前にすでに省エネルギー性の（1）から（3）までのいずれかの技術基準に適合している住宅については、新たに（1）から（3）までのいずれかの技術基準に
適合させる性能向上リフォームを実施しても、【フラット35】リノベの対象になりません。

（注）融資対象住宅について、売主等が既存住宅売買瑕疵保険またはリフォーム瑕疵保険と同等の保証を行っている場合は、
当該保証でも差し支えありません。

（1）認定低炭素住宅
（2）一次エネルギー消費量等級5の住宅
（3）性能向上計画認定住宅（建築物省エネ法）

（5）高齢者等配慮対策等級4以上の住宅（共同建て住宅の専用部分は等級3でも可）

（4）耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）3の住宅

（6）長期優良住宅（長く安心、快適に暮らせる優良な住宅として国が定めた基準を満たし認定を受けた住宅）

（注1） （1）、（2）および（7）から（10）までの技術基準は、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律第81号）に基づく住宅性能表示制度の性能等級等と同じです。
住宅性能評価書を取得しなくても所定の物件検査に合格すれば、【フラット35】リノベ（金利Bプラン）をご利用いただけます。

（注2） リフォーム工事前にすでに省エネルギー性の（1）または（2）のいずれかの技術基準に適合している住宅については、新たに（1）または（2）のいずれかの技術基準に適合
させる性能向上リフォームを実施しても、【フラット35】リノベの対象になりません。また、リフォーム工事前にすでに耐震性の（7）または（8）のいずれかの技術基準に適合している
住宅については、新たに（7）または（8）のいずれかの技術基準に適合させる性能向上リフォームを実施しても、【フラット35】リノベの対象になりません。

（1）断熱等性能等級4の住宅

（2）一次エネルギー消費量等級4以上の住宅

（3）全居室の開口部に一定の断熱改修が実施された住宅
　　（リフォーム工事前の住宅が断熱等性能等級3または省エネルギー対策等級3の場合に限ります。）

（4）全居室の開口部および住宅全体の床・外壁・屋根（天井）のいずれか１か所以上に
　  断熱改修が実施された住宅

（5）LDKの開口部の断熱改修が実施され、かつ、1種類以上の高効率化等設備への
　  交換が実施された住宅

（6）LDK以外の居室1室以上の開口部の断熱改修が実施され、かつ、
　 2種類以上の高効率化等設備への交換が実施された住宅

（9）高齢者等配慮対策等級３以上の住宅

（7）耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）2以上の住宅

（8）免震建築物

（10）劣化対策等級３の住宅で、かつ、維持管理対策等級２以上の住宅
　　（共同建て住宅等については、一定の更新対策※が必要）

次表の【１】

【フラット35】リノベの対象となる、4つの性能向上リフォーム工事内容

「中古住宅の維持保全に係る措置」とは、次の①から④までのいずれかの措置をいいます。この措置がとられていることを、適合証明検査機関による適合証明検査において確認します。

「中古住宅の維持保全に係る措置」を行うこと。【２】

省エネルギー性

耐震性

バリアフリー性

耐久性・可変性

省エネルギー性

耐震性

バリアフリー性

①インスペクションの実施

耐久性・可変性

【フラット35】リノベをご利用いただくためには、次の【1】および【2】の要件を満たす必要があります。
（注）　次の要件のほか、住宅の耐久性等の【フラット35】の技術基準やその他融資基準を満たす必要があります。各基準の詳細は、フラット35サイト(www.flat35.com)でご確認ください。

リフォーム工事前に適合していない技術基準について、リフォーム工事により適合させることが要件になります。ただし、【フラット35】リノベ（金利Bプラン）の性能項目のうち、
省エネルギー性の（3）から（6）までの技術基準については、当該技術基準に該当するリフォーム工事を実施することで、【フラット35】リノベ（金利Bプラン）の対象になります。また、
既存建築物の全部を取り壊す改築工事（全部改築工事）を行う場合は、【フラット35】リノベの対象になりません。

のうち、いずれか１つ以上を満たす「性能向上リフォーム」を行うこと。金利Ａプランの技術基準（1）から（6）まで
金利Ｂプランの技術基準（1）から（10）まで

高い水準の断熱性など
を実現した住宅に。

省エネルギー性リフォーム

強い揺れに対して倒壊、
崩壊などしない程度の
性能を確保した住宅に。

耐震性リフォーム

高 齢 者の日常 生 活を
行いやすくした住宅に。

バリアフリー性リフォーム

長期優良住宅など、耐
久性を有し、長期にわ
たり良好な状態で使用
するための措置を講じ
た住宅に。

耐久性・可変性リフォーム

（金利Aプラン）リノベ

（金利Bプラン）リノベ

ご利用いただくための要件

住宅の劣化状況、性能等について専門家による建物状況調査を実施することです。中古住宅の売買に際して建物
の状態を把握することで、売買におけるトラブル発生のリスク軽減、ひいては売買の安心・安全にもつながります。

④維持保全計画の作成 リフォーム工事後の住宅について、住宅を長期にわたり良好な状態で使用するための措置等を定めた、計画期間
が30年以上の維持保全計画を作成することです。

③住宅履歴情報の保存
リフォーム工事に関する写真および図書（工事箇所を示す図面、詳細図面等）について、保存形式や保存場所を
明確にした上で買主が保存することです。いつ、どのようなリフォーム工事を行ったかを記録として残しておく
ことで、将来、点検・リフォーム・売買等を行う際に、履歴情報が活用できます。

②瑕疵保険の付保等

既存住宅売買瑕疵保険またはリフォーム瑕疵保険を付保することです。これらの保険は、引渡しを受けた住宅の
保険対象部分に瑕疵が見つかった場合に、その補修費用をまかなうことができる保険です（詳しくは、一般社団
法人住宅瑕疵担保責任保険協会のホームページ（http://www.kashihoken.or.jp）をご覧ください。）。

【フラット35】リノベとは、

性能向上リフォームの実施を前提に、

中古住宅取得の金利を引き下げるメニューです。

「中古住宅を購入後に

自ら性能向上リフォームを行う」場合でも、

「住宅事業者が性能向上リフォームを行った

中古住宅を購入する」場合でも

適用となります。

各基準および手続の詳細は、フラット35サイト（www.flat35.com）でご確認ください。

※ 「一定の更新対策」とは、躯体天井高の確保（2.5m以上）および間取り変更の障害となる壁または柱がないことです。

《借入れに当たっての注意事項》●【フラット35】は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する全期間固定金利の住宅ローンです。お申込みは、取扱金融機関となりま

す。詳細はフラット35サイト（www.flat35.com）でご確認ください。●取扱金融機関または住宅金融支援機構の審査の結果によっては、お客さまのご希望にそえない場合があり

ますので、あらかじめご了承ください。●借入額は100万円以上8,000万円以下（１万円単位）で、購入価額（非住宅部分を除き、【フラット35】リノベ（リフォーム一体タイプ）を利

用する場合にあっては、購入価額とリフォーム工事費の合計額をいう。以下同じ。）以内となります。また、審査の結果によってはご希望の借入額まで借入れできない場合がありま

す。●融資率とは、購入価額に対して、【フラット35】の借入額の占める割合をいいます。●融資手数料は、お客さまの負担となります。融資手数料は取扱金融機関により異なります。

●借入金利は、資金受取時の金利が適用となります。●【フラット35（買取型）】では、借入期間（20年以下・21年以上）、融資率（9割以下・9割超）、加入する団体信用生命保険の

種類等に応じて、借入金利が異なります（【フラット35（保証型）】は取扱金融機関によって取扱いが異なります。）。借入金利は取扱金融機関により異なります。●借入金利は毎月見

直されます。●融資率が9割を超える場合は、返済の確実性等をより慎重に審査します。●最長35年の返済が可能です。ただし、お客さまの年齢により借入期間が短くなる場合が

あります。●住宅金融支援機構の定める技術基準に適合していることについて、検査機関による物件検査を受ける必要があります。物件検査手数料はお客さまの負担となります。

物件検査手数料は、検査機関により異なります。●借入対象となる住宅およびその敷地に、【フラット35（買取型）】では住宅金融支援機構、【フラット35（保証型）】では取扱金融機

関を抵当権者とする第１順位の抵当権を設定していただきます。なお、抵当権の設定費用（登録免許税、司法書士報酬等）は、お客さまの負担となります。●【フラット35（買取型）】

では、借入対象となる住宅について、火災保険（損害保険会社の火災保険または法律の規定による火災共済）に加入していただきます（【フラット35（保証型）】は取扱金融機関に

よって取扱いが異なります。）。火災保険料は、お客さまの負担となります。●健康上の理由その他の事情で団体信用生命保険に加入されない場合も、【フラット35（買取型）】はご利

用いただけます（【フラット35（保証型）】は取扱金融機関によって取扱いが異なります。）。●【フラット35】リノベは、新築住宅の建設、購入および借換えの際には利用できません。

。すまきで手入で関機融金扱取るす望希をみ込申お、は）等トッレフンパ（書明説●。んせまきでは用併のとＳ】53トッラフ【、たま

（注1） を書価評能性宅住。すでじ同と級等能性の度制示表能性宅住くづ基に）号18第律法年11成平（律法るす関に等進促の保確質品の宅住、は準基術技の）5（びよお）4（、）2（ 

。すまけだたい用利ごを）ンラプA利金（ベノリ】53トッラフ【、ばれす格合に査検件物の定所もてくなし得取

（注2） リフォーム工事前にすでに省エネルギー性の（1）から（3）までのいずれかの技術基準に適合している住宅については、新たに（1）から（3）までのいずれかの技術基準に

。んせまりなに象対のベノリ】53トッラフ【、もてし施実をムーォフリ上向能性るせさ合適

（注）融資対象住宅について、売主等が既存住宅売買瑕疵保険またはリフォーム瑕疵保険と同等の保証を行っている場合は、

当該保証でも差し支えありません。

（1）認定低炭素住宅
（2）一次エネルギー消費量等級5の住宅
（3）性能向上計画認定住宅（建築物省エネ法）

（5）高齢者等配慮対策等級4以上の住宅（共同建て住宅の専用部分は等級3でも可）

（4）耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）3の住宅

（6）長期優良住宅（長く安心、快適に暮らせる優良な住宅として国が定めた基準を満たし認定を受けた住宅）

（注1） （1）、（2）および（7）から（10）までの技術基準は、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律第81号）に基づく住宅性能表示制度の性能等級等と同じです。

。すまけだたい用利ごを）ンラプB利金（ベノリ】53トッラフ【、ばれす格合に査検件物の定所もてくなし得取を書価評能性宅住

（注2） リフォーム工事前にすでに省エネルギー性の（1）または（2）のいずれかの技術基準に適合している住宅については、新たに（1）または（2）のいずれかの技術基準に適合

させる性能向上リフォームを実施しても、【フラット35】リノベの対象になりません。また、リフォーム工事前にすでに耐震性の（7）または（8）のいずれかの技術基準に適合している

。んせまりなに象対のベノリ】53トッラフ【、もてし施実をムーォフリ上向能性るせさ合適に準基術技のかれずいの）8（はたま）7（にた新、はていつに宅住

（1）断熱等性能等級4の住宅

（2）一次エネルギー消費量等級4以上の住宅

（3）全居室の開口部に一定の断熱改修が実施された住宅

　　（リフォーム工事前の住宅が断熱等性能等級3または省エネルギー対策等級3の場合に限ります 。）

（4）全居室の開口部および住宅全体の床・外壁・屋根（天井）のいずれか１か所以上に

　  断熱改修が実施された住宅

（5）LDKの開口部の断熱改修が実施され、かつ、1種類以上の高効率化等設備への

　  交換が実施された住宅

（6）LDK以外の居室1室以上の開口部の断熱改修が実施され、かつ、

　 2種類以上の高効率化等設備への交換が実施された住宅

（9）高齢者等配慮対策等級３以上の住宅

（7）耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）2以上の住宅

（8）免震建築物

（10）劣化対策等級３の住宅で、かつ、維持管理対策等級２以上の住宅

　　（共同建て住宅等については、一定の更新対策※が必要）

次表の【１】

【フラット35】リノベの対象となる、4つの性能向上リフォーム工事内容

「中古住宅の維持保全に係る措置」を行うこと。

省エネルギー性

耐震性

バリアフリー性

耐久性・可変性

省エネルギー性

耐震性

バリアフリー性

①インスペクションの実施

耐久性・可変性

【フラット35】リノベをご利用いただくためには、次の【1】および【2】の要件を満たす必要があります。

（注）　次の要件のほか、住宅の耐久性等の【フラット35】の技術基準やその他融資基準を満たす必要があります。各基準の詳細は、フラット35サイト(www.flat35.com)でご確認ください。

リフォーム工事前に適合していない技術基準について、リフォーム工事により適合させることが要件になります。ただし、【フラット35】リノベ（金利Bプラン）の性能項目のうち、

省エネルギー性の（3）から（6）までの技術基準については、当該技術基準に該当するリフォーム工事を実施することで、【フラット35】リノベ（金利Bプラン）の対象になります。また、

。んせまりなに象対のベノリ】53トッラフ【、は合場う行を）事工築改部全（事工築改す壊り取を部全の物築建存既

のうち、いずれか１つ以上を満たす「性能向上リフォーム」を行うこと。
金利Ａプランの技術基準（1）から（6）まで
金利Ｂプランの技術基準（1）から（10）まで

高い水準の断熱性など

を実現した住宅に。

省エネルギー性リフォーム

強い揺れに対して倒壊、

崩壊などしない程度の

性能を確保した住宅に。

耐震性リフォーム

高齢者の日常生活を

行いやすくした住宅に。

バリアフリー性リフォーム

長期優良住宅など、耐

久性を有し、長期にわ

たり良好な状態で使用

するための措置を講じ

た住宅に。

耐久性・可変性リフォーム

（金利Aプラン）リノベ

（金利Bプラン）リノベ

ご利用いただくための要件

住宅の劣化状況、性能等について専門家による建物状況調査を実施することです。中古住宅の売買に際して建物

の状態を把握することで、売買におけるトラブル発生のリスク軽減、ひいては売買の安心・安全にもつながります。

④維持保全計画の作成
リフォーム工事後の住宅について、住宅を長期にわたり良好な状態で使用するための措置等を定めた、計画期間

が30年以上の維持保全計画を作成することです。

③住宅履歴情報の保存
リフォーム工事に関する写真および図書（工事箇所を示す図面、詳細図面等）について、保存形式や保存場所を

明確にした上で買主が保存することです。いつ、どのようなリフォーム工事を行ったかを記録として残しておく

ことで、将来、点検・リフォーム・売買等を行う際に、履歴情報が活用できます。

②瑕疵保険の付保等

既存住宅売買瑕疵保険またはリフォーム瑕疵保険を付保することです。これらの保険は、引渡しを受けた住宅の

保険対象部分に瑕疵が見つかった場合に、その補修費用をまかなうことができる保険です（詳しくは、一般社団

法人住宅瑕疵担保責任保険協会のホームページ（http://www.kashihoken.or.jp）をご覧ください。）。

【フラット35】リノベとは、

性能向上リフォームの実施を前提に、

中古住宅取得の金利を引き下げるメニューです。

「中古住宅を購入後に

自ら性能向上リフォームを行う」場合でも、

「住宅事業者が性能向上リフォームを行った

中古住宅を購入する」場合でも

適用となります。

各基準および手続の詳細は、フラット35サイト（www.flat35.com） でご確認ください。

。すでとこいなが柱はたま壁るなと害障の更変り取間びよお）上以m5.2（保確の高井天体躯、はと」策対新更の定一「 ※

 

 

 

 
 

【住宅・建築生産性向上促進事業 国費：7.13 億円（1.00 倍）】 

【住宅ストック維持・向上促進事業 国費：7.01 億円（0.82 倍）】 

【長期優良住宅化リフォーム推進事業 国費：45 億円（1.00 倍）】 

【住宅資産としての戸建て住宅利活用促進事業 国費：0.3 億円（皆増）】 

【社会資本整備総合交付金等の内数】 

 

消費者が安心して既存住宅の取得やリフォームを行うことができるよう、

安心Ｒ住宅制度や住宅リフォーム事業者団体登録制度等の既存住宅流通・リ

フォーム市場の活性化に向けた施策の普及を進める取組に対する支援を行う。 

また、良質な住宅ストックが市場において適正に評価される市場環境の構

築に向け、関係者が連携し、インスペクション等を活用した住宅ストックの

維持向上・評価・流通・金融等の一体的な仕組みの開発・普及を進める取組

に対する支援のほか、既存住宅取得時に行うリフォームに対する支援を行う。 

さらに、空き家の７割以上を占め、既存住宅流通も伸び悩みがみられる戸

建て住宅を資産として利活用し、将来の更なる空き家化を予防するため、買

取再販やリースバック※等の多様な選択肢を利用できる環境の整備を図る。 

このほか、住宅金融支援機構のフラット３５リノベについて金利引下げの

要件を緩和し、既存住宅の取得と合わせて質の向上に資する一定規模以上の

リフォームを行う際の支援を強化する。 
 

※所有している住宅を売却し、その後リース契約を行うことで、同住宅に居住し続けることを

可能とする取引手法 

 

  

（３）既存ストックの有効活用・市場の活性化 

○フラット３５リノベの概要（拡充後） 

既存住宅の取得と合わせて質の向上に資するリフ

ォームを行う場合に、フラット３５の金利を引き下

げる。 

（１）次のいずれかの性能に係る一定規模以上の 

リフォームを行うこと 

・省エネルギー性  ・耐震性 

・バリアフリー性  ・耐久性・可変性 

（２）中古住宅の維持保全に係る措置を行うこと 

フフララッットト３３５５リリノノベベのの  

金金利利引引下下げげ措措置置のの内内容容 
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現在の【フラット 35】リノベの要件等

　国土交通省は昨年 12 月 13 日、令和元年 11

月末時点での次世代住宅ポイント制度の実施

状況について公表した。ポイント申請受付状

況は 11 月の新築が１万 3540 戸、リフォーム

が１万 8702 戸、合計が３万 2242 戸だった。

累計では新築が４万 2080 戸、リフォームが

２万 9284 戸、合計が７万 1364 戸だった。

　審査の結果、発行した11月のポイント数及

び戸数は新築が7710戸（26億 6069万 4000㌽）、

リフォームが3904戸（２億245万 5000㌽）、合

計が１万1614戸（28億 6314万 9000㌽）だった。

　累計では新築が３万 1355 戸（108 億 9800

万㌽）、リフォームが 8613 戸（４億 1473 万

9000㌽）、合計が３万 9968 戸（113 億 1273 万

9000㌽）だった。ポイント発行申請期限は令

和２年３月31日まで。申請期限前であっても、

予算額に達し次第終了するので注意が必要だ。

次世代住宅ポイントの申請期間は
令和２年３月31日まで
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２０１９年
１１月着工

減少傾向続く、 ５カ月連続減
持家は４カ月、 貸家は15カ月連続減

　国土交通省が 2019 年 12 月 26 日に公表した 2019 年 11

月の新設住宅着工戸数は７万 3523 戸（前年同月比 12.7％

減）で５カ月連続の減少となった。分譲は増加が続いてい

るが、持家は４カ月連続の減少。貸家は 15 カ月連続で減

少した。季節調整済年率換算値は 83 万 3736 戸（前月比

5.2％減）で２カ月連続の減少となった。

　利用関係別では、持家は２万 3655 戸（前年同月比 7.3％

減）で４カ月連続の減少。民間資金によるものも２万

1100 戸（同 6.7％減）で４カ月連続で減少し、公的資金に

よるものも４カ月連続で減少（12.5％減）した。貸家は同

17.5％減で 15 カ月連続減少。民間資金による貸家は 30 カ

月連続の減少となり、公的資金による貸家も６カ月連続で

減少した。

　分譲住宅は２万 819 戸（同 10.3％増）で６カ月連続の

増加。マンションは４カ月連続増加（同 23.6％増）、一戸

建も６カ月連続の増加（同 1.1％増）。構造別では木造が

４万 5326 戸（同 5.7％減）で４カ月連続減。工法別では

軸組木造（在来工法）が３万 4480 戸（同 5.8％減）で５

カ月連続の減少となった。

令和元年 11 月 新設住宅着工統計（▲は減少、無印は増加）
戸数 前月比 (%) 前年同月比 (%)

新設住宅合計 73,523 ▲ 4.7 ▲ 12.7

利用関係別

持家 23,655 ▲ 3.4 ▲ 7.3
貸家 28,779 ▲ 2.2 ▲ 17.5
給与 270 ▲ 14.3 ▲ 52.1
分譲 20,819 ▲ 9.1 ▲ 10.3

地域別

首都圏 24,518 ▲ 4.5 ▲ 18.0
中部圏 9,759 4.8 0.6
近畿圏 11,212 ▲ 0.9 ▲ 9.1

その他の地域 28,043 ▲ 9.0 ▲ 13.1

構造別・
建て方別

木  造 45,326 ▲ 0.9 ▲ 5.7
一戸建 33,351 ▲ 2.7 ▲ 4.5

非 木 造 28,197 ▲ 10.2 ▲ 21.9
共同住宅 23,192 ▲ 11.9 ▲ 23.2

工法別

軸組木造 34,480 ▲ 0.9 ▲ 5.8
在来非木造 18,944 ▲ 11.3 ▲ 24.7
プレハブ 10,312 ▲ 7.2 ▲ 14.8

2 × 4 9,787 ▲ 0.9 ▲ 5.4

　林野庁は、非住宅分野の木材製品の消費拡大や木材製品

の国際競争力強化のために、加工施設の大規模化・高効率

化、新技術の実証等の支援策を展開する。本年度補正予算

に、「合板・製材・集成材国際競争力強化・輸出促進対策」

事業を盛り込んだ。

　事業内容は「合板・製材・集成材生産性向上・品目転換

促進対策」として、木材加工流通施設の整備、「再編計画」

に基づく工場間連携や他品目への転換等を支援する。また、

原木を低コストで安定的に供給するため、路網整備、高性

能林業機械の導入や間伐材生産等を支援する。

  「木材製品の消費拡大対策」では、非住宅分野等の、外

構部も含めた木造化・木質化等を推進。輸出に向けた付加

価値の高い木材製品、ＰＲ活動等を支援する。さらに、林

業経営体の経営力の向上や労働安全衛生対策の強化の取り

組み、林業分野の新技術実証のための取り組みも支援する。

林野庁　補正予算で

非住宅分野の木材消費拡大など支援


